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「第２期三木市教育大綱」（案）に対する意見書の概要及

び意見に対する市の考え方 

意見募集期間 令和２年２月１４日(金)～３月１６日(月) （３２日間） 

意 見 者 数  ５名（３５件） 

 

番号 意見の概要 市の考え方（案） 

１ 第１期三木市教育大綱との関係について 

１ 第１期教育大綱の検証・評価

は行われたのか。また、行われ

ていた場合、その検証結果・評

価をホームページ等で閲覧可能

なのか。 

 

 令和元年６月２８日（金）に開

催した第１回総合教育会議におい

て、第１期三木市教育大綱におけ

る成果と課題について説明し、教

育委員から意見をいただき検証を

行いました。内容については、議

事録としてホームページに掲載し

ております。 
２ 第１期教育大綱の検証・評価

の実施の有無にかかわらず、第

１期教育大綱についての言及が

本文に無いので、第２期教育大

綱（案）との関係性がよくわか

らない。 

令和元年６月２８日（金）に開

催した第１回総合教育会議におい

て、第１期三木市教育大綱につい

て検証した結果、第１期教育大綱

の反省点として、詳細に内容につ

いて記載した結果、変化する教育

課題に対応する妨げとなっている

部分があることが挙げられまし

た。 

このことから、第２期三木市教

育大綱の策定に当たっては、細か

い内容を定めるのではなく、５年

間における大きな方針を示すこと

とし、作り方を大きく変えること

となりました。 

３ 令和２年２月７日（金）に第

４回総合教育会議が開催され、

第２期教育大綱について協議さ

れているようであるが、３月９

 これまで、第２期三木市教育大

綱の策定に向け、３回の総合教育

会議において議論を重ねてまいり

ました。議事録の確認作業に時間
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日時点で、議事録が作成中のた

め、会議の内容を知ることがで

きなかったのはもったいない。 

を要した結果、パブリックコメン

ト募集時に議事録を公開すること

ができない事態となり申し訳ござ

いません。今後、教育大綱策定に

向けたスケジュールに反映させ、

改善を図りたいと考えておりま

す。 

第２期三木市教育大綱（案）の構成について 

４ 第２期教育大綱（案）策定に際

して、国の教育振興基本計画や

県の兵庫教育創造プラン等に即

していると思うが、近隣自治体

や類似する規模の自治体の教育

大綱は参照されたのか。また、そ

れらは総合教育会議の構成メン

バー間に提示・紹介等情報共有

されたのか。 

 第２期三木市教育大綱（案）に

ついては、国の教育振興基本計画

や県の兵庫教育創造プラン等を参

酌するとともに、三木市らしさを

加える作業を行いました。策定に

当たり、近隣他市や類似規模の自

治体が作成した教育大綱も参考に

するため、教育委員の皆様にも他

市町の情報を紹介しております。 

５ 第１期教育大綱は１００ペー

ジを超えるボリュームであった

が、第２期教育大綱（案）は、わ

ずか６ページと大きな変更とな

っている。何故このように簡素

化されたのか。その理由が省力

化のためなら、教育振興基本計

画をもって大綱とする方法でも

よかったのではないか。 

教育大綱とは、「地方教育行政の

組織及び運営に関する法律」に「地

方公共団体の長は、（略）その地域

の実情に応じ、当該地方公共団体

の教育、学術及び文化の振興に関

する総合的施策の大綱を定めるも

のとする。」、「地方公共団体の長

は、大綱の策定に関する協議（略）

についての（略）調整を行う（略）。」

と定められています。 

そのため、第２期三木市教育大綱

では、市長の教育に対する方針の

みを記載し、教育に係る内容につ

いては、教育振興基本計画や、教

育の基本方針において記載するこ

ととしました。また、ボリューム

を少なくしたのは、省力化とい 
う観点でなく、役割を明確にする

ことで、第２期三木市教育大綱を
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多くの方に見ていただき、誰にと

っても分かりやすくするというこ

とを目的に第２期三木市教育大綱

の策定を進めてきました。 
６ 第２期教育大綱（案）のボリュ

ームダウンは、三木市教育振興

基本計画と併せて読むことが想

定されているのか。そうであれ

ば大賛成である。ただし、その場

合は、第２期教育大綱（案）を読

むと、三木市の教育の真意が理

解できる内容になっていること

が大前提と考える。 

回答５に記載させていただきま

したように、市長の教育に対する

方針を定めるのが教育大綱であ

り、この方針に則り三木市教育振

興基本計画が策定されます。内容

については、第１期三木市教育大

綱の反省から、教育現場の意思を

尊重し、よりよい教育に係る取組

を行えるよう、抽象的な表現とし

つつも、市長の考える教育に対す

る方針を記載しております。 

第２期三木市教育大綱（案）の組み立て方について 

７ 第２期教育大綱（案）がめざす

方向や、三木市総合計画との関

係性が見えない。三木市総合計

画の理念を第２期教育大綱（案）

にしっかり反映させるか、参考

資料で関連を解説してもらいた

い。 

 三木市総合計画とその他個別計

画との関係については、総合計画

の「序論」の「５ その他の計画

との関係」に、「総合計画は、（略）

市の最上位計画となります。その

ため、総合計画では、市政の方針、

方向性の体系を示し、具体的な施

策や詳細な内容については、その

他の分野ごとの個別計画において

定める（略）。」とあります。 

 そのため、「Ⅲ教育大綱の基本理

念」に総合計画の柱として定めた

「豊かな学びで未来を拓く」とい

う言葉を引用し、教育に対する理

念を反映しています。 

第２期三木市教育大綱（案）の内容について 

８ 第２期教育大綱（案）の本文全体

を通して、とても抽象的で三木

市らしさを感じられない。三木

市の教育の強みや弱み、力点が

回答５に記載させていただきま

したように、第１期三木市教育大

綱の反省から、細かい内容は、教

育現場の意思を尊重し、よりよい
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見えない。三木市の子育て支援

は評価が高く、良い内容なので、

教育大綱を通じて伝わってこな

いのは、もったいない。 

教育に係る取組を行えるよう、抽

象的な表現としつつも、市長の考

える教育に対する方針を記載して

おります。 

９ 教育は、非常に重要なもので

あるため、教育大綱において教

育委員会で取り組んでいる内容

を明確に提示し、市民に１０年

後、２０年後の形を示す義務が

あると考える。 

グローバル化や情報化が進展す

る社会の中では、多様な主体が相

互に影響し合い、一つの出来事が

広範囲かつ複雑に拡がり、先を見

通すことがますます難しくなって

きています。２０３０年には、少

子高齢化が更に進行し、６５歳以

上の割合は総人口の３割に達する

一方、生産年齢人口は総人口の約

５８％にまで減少すると見込まれ

ています。また、子どもたちが将

来就くことになる職業の在り方に

ついても、技術革新等の影響によ

り大きく変化することになると予

測されています。さらに、２０４

５年には、人工知能が人類を越え

る「シンギュラリティ」に到達す

るという指摘もある中、グローバ

ル化、情報化、技術革新等といっ

た変化が、子どもたちの生き方に

影響するという認識のもと、検討

が必要です。 

現在、新しい時代にふさわしい

学校の在り方を求め、新たな学校

文化を形成していく努力がなされ

ています。予測が困難な未来に対

応するためには、社会の変化に受

け身で対処するのではなく、主体

的に向き合って関わり合い、その

過程を通して、一人一人が自らの

可能性を最大限に発揮し、よりよ

い社会と豊かな人生を自ら創り出

１０ Ⅲ.教育大綱の基本理念で

「豊かな学びで未来を拓く」と

あるが、「豊かな学び」とはど

のようなことを想定しているの

か。 

また、少子高齢化・グローバ

ル化という記載について、文部

科学省では Society５.０へ対応

する人材として、課題発見・解

決能力を育む必要があると示さ

れているが、そのようなことを

想定しているのか。技術・文化

ともに発展していく未来を想定

した教育を行える体制の構築が

必要であると考える。 



5 
 

していくことが重要です。そのた

め、これからの子どもたちには、

社会的・職業的に自立した人間と

して高い志と意欲を持ち、蓄積さ

れた知識を礎としながら、膨大な

情報から何が重要かを主体的に判

断し、自ら問いを立ててその解決

をめざし、他者と協働しながら新

たな価値を生み出していく力を身

につけさせたいと考えます。 

基本理念「豊かな学びで未来を

拓く」の「豊かな学び」には、多

様な学び、質の高い学び、誰もが

参画し得る学び、生涯を通じた学

び、そして、「未来を拓く」には、

自身の人生を切り拓く、今後の社

会を切り拓くという意味を込めて

います。そのような考えの上で、

特に、学校においては、子どもた

ち一人一人の可能性を伸ばし、新

しい時代に求められる資質・能力

を確実に育成していくことや、そ

のために求められる学校の在り方

を研究していく組織体制を構築し

ていくことが、より一層重要にな

ると考えます。 

そのような視点に立ち、第２期

教育大綱では、今後５年間の期間

で、本市の取り組むべき教育、学

術、文化及びスポーツの振興に関

する総合的な施策についての指針

を示しています。 

１１ 国連が提言している SDGs に係

る取組を明示した方が良いと思

う。国も他の自治体も取組を明

示しており、三木市として持続

国連における SDGs 策定の経緯

や国や県の動向、国内外の状況を

踏まえ、三木市においても地域で

の生活が持続的に営まれ、世界が
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的な社会、そして教育をめざす

のであれば、教育面にも SDGs の

考え方を取り入れ、持続可能な

社会に向けての取組を推進する

べきである。 

取り組む SDGs の基本的な視点で

ある「誰一人取り残さない」とい

う観点のもと、子どもから高齢者

まですべての市民が、将来にわた

って自分たちの希望する暮らしや

活動を営むことができる未来への

取組を進めています。 
教育大綱は、大きく教育の指針

を示すという観点から SDGs に特

化した記載はしていませんが、三

木市総合計画の中で、教育に関し

ても SDGs の該当項目を挙げてい

ます。今後の取組の中では、SDGs

の観点も取り入れた教育活動を展

開していきます。 
１２ IV.教育大綱の基本方針の１-

(１)アに「身に付けた知識を知

恵に変え」とある。「知識とは、

ある物事について知っているこ

と。また、その内容。学習や実験

から得られた、誰もが事実とし

て共有できるデータの集合体で

ある。知恵は、物事の道理を判断

し、適切に処理する能力。」であ

り、学校でそのような指導をし、

知恵へと変えるということか。 

予測困難な未来に対応するため

には、社会の変化に受け身で対処

するのではなく、主体的に向き合

って関わり合うことが重要です。

新しい発想に基づいて、社会に新

しい価値を実現していくことが重

視される時代となり、そこで求め

られるのは、社会に参加し貢献す

るための「資質・能力」です。２

０世紀の産業社会においては、経

済成長が目的で、情報処理能力の

育成が学校教育の大きな役割でし

た。つまり、決められた方法で「正

解」をいち早く導き出す能力の育

成です。しかし、２１世紀の「持

続可能な社会の創り手」として期

待される資質・能力は、知識から

新しいアイデアを生み、未解決の

問題に挑戦していく姿勢です。ま

た、多様で個性的な能力を持つ

人々と協働することが必要とされ
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ます。その資質・能力を育成する

学校教育の役割も変化していま

す。これまでの教育のように、解

き方があらかじめ定まった問題を

効率的に解ける力を育むだけでは

不十分であると考えます。新学習

指導要領において、「学習活動」と

は、考えを出し合って納得のでき

る「最適解」を構成していく活動

と捉えられており、おのずから、

教師に求められる役割も変化して

います。端的に言うと、子どもに、

自分自身の気持ちに気付かせ、語

らせ、価値づけて励ますことであ

ります。今後の社会を見据え、ど

のように子どもたちを育んでいく

のかを、引き続き研究してまいり

ます。 

１３ IV・教育大綱の基本方針の１-

(１)ア「グローバル社会で主体

的に活動できるよう～」につい

て、グローバル社会でのコミュ

ニケーション力ということは、

英語教育・外国語教育に力を入

れるということか。教師自らが

英語を話して教えるようにする

べきである。教師が英語を話せ

ないのであれば、外国にいる外

国人講師にビデオ通話などで教

わるなどしてほしい。 

来年度から小学校においては、

新学習指導要領が全面実施とな

り、３・４年生において「外国語

活動」、５・６年生において、「外

国語」の授業が行われます。本市

では、数年前から「話せる英語推

進事業」として、小学校１年生か

らの外国語活動に系統的に取り組

んできました。外国語指導助手（Ａ

ＬＴ）を各小学校に配置し、子ど

もたちの発達段階に応じて、地域

の外国人との交流を充実させるな

ど、外国語（特に英語）を用いて、

国や文化の異なる人々と積極的に

コミュニケーションを図ろうとす

る態度を育成してきました。また、

教職員の英語の指導力を高め、授

業カリキュラムの研究を行うた
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め、研修の機会を充実させてきま

した。今後も、「聞く」「話す」「読

む」「書く」という学習を総合的に

行い、英語の実践的運用能力を育

成します。合わせて、国際交流な

どの体験的な学習を通じ、異なる

文化や価値観への理解を深め、国

際的視野に立って、行動すること

ができる資質を育成します。 

１４ IV.教育大綱の基本方針の１-

(１)ア「高度情報化社会を見据

え～」について、むやみに ICT な

どを導入するのは反対である。

指導側がシステムを使いこな

し、ICT を導入する意味を理解し

なければ成功しない。しっかり

としたストーリー性のある教育

プランを提示するべきである。 

学校にタブレットを導入するこ

とにより、班別学習やプレゼンテ

ーション、校外での観察学習など、

様々な学習展開が可能となり、子

どもたちが主体的に学び、また、

協働しながら課題を解決するな

ど、学びを深めることが可能にな

ると考えています。多様な学びの

場の提供は、基礎的・基本的な知

識を活用して課題を解決するため

に必要な思考力や判断力、表現力

を育む機会を増やします。そのこ

とにより、「活用」する能力の向上

が期待できます。 

また、ICT を活用することによ

って、障がいのある児童生徒や日

本語の習得が難しい外国籍児童生

徒について、言語の習得やコミュ

ニケーション能力の向上につなげ

られることが期待できます。 

教員の ICT 活用に関する研修に

ついては、情報機器の活用や授業

支援ソフト、デジタル教科書の活

用、情報モラル教育などを行って

きました。今後、学校にインスト

ラクターを派遣し、学習用ソフト

の活用方法について全教員が研修
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を受けられるように計画していま

す。 

１５ IV.教育大綱の基本方針の１-

(１)イ「全教育活動を通じて～」

とあるが、全教育を通じての人

権教育ということが全くイメー

ジできない。人権問題というの

は、ジュンダー問題か、それとも

「いじめ」問題を指しているの

か。 

人権について、子どもたちに分

かりやすい言葉で表現するなら

ば、「自分の大切さとともに他の人

の大切さを認めること」でありま

す。一人一人の児童生徒がその発

達段階に応じて人権の意義や内

容、重要性について理解すること

で「自分の大切さとともに他の人

の大切さを認めること」ができる

ようになり、それが様々な場面や

状況下での具体的な態度や行動に

現れるとともに、人権が尊重され

る社会づくりに向けた行動につな

がるようにすることが、人権教育

の目標です。 

学校における人権教育の取組の

視点である「自分の大切さととも

に他の人の大切さを認めること」

ができるようになるための人権感

覚は、児童・生徒に繰り返し言葉

で説明するだけで身に付くもので

はありません。学級をはじめ学校

生活全体の中で自らの大切さや他

の人の大切さが認められているこ

とを児童・生徒自身が実感できる

状況を生み出すことが大切です。 

そのような意味において、本市

の学校では、「人権教育年間指導計

画」を基に、全教育活動を通じて

人権教育を推進しています。具体

的には、 多様な体験活動を取り入

れるなど、主体的で実践的な人権

学習を進める指導方法を工夫し、

自尊感情を高め、年齢や性別、障
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がい、文化などの多様な立場や違

いを理解し、自他の人権を尊重し、

支え合う共生の心を育成していま

す。また、人権・同和教育資料の

「三木市の人権・同和教育」や「ほ

ほえみ」、「きらめき」を活用し、

同和問題やいじめ問題など、人権

課題に対応した学習の充実を図る

とともに、「同和教育伝承講座」や

「教職員人権研修」、「校内研修」

の実施などにより、教職員の人権

意識を高めています。 

このように、各学校において、

人権教育の成立基盤として「全て

の人の人権が尊重されている教育

の場としての学校、学級」の環境

を整え、人権教育がめざすものに

ついて明確にし、教職員がこれを

十分に理解した上で、組織的・計

画的に取組を進めています。 

１６ IV.教育大綱の基本方針の１-

(１)イ「人としてのあり方や～」

について、人としてのあり方や

生き方は人それぞれであるかと

思うが、画一化した人格を押し

付けるのか。また、一般的に道徳

科の説明に用いられる言葉であ

る、「よりよく生きる」とは何に

対して、よりよく生きることを

考えているのか。 

これからの時代を生きる子ども

たちには、社会を構成する主体と

して、一人一人が高い倫理観を持

ち、人間としての生き方や社会の

在り方について、多様な価値観の

存在を認識しつつ、自ら考え、他

者と対話し協働しながら、よりよ

い方向を模索し続けるために必要

な資質・能力を備えることが求め

られています。多様な価値観を持

つ集団の中では、対立する場合も

あります。しかし、誠実にそれら

の価値に向き合い、解決をめざし

て考え続ける姿勢こそ道徳教育で

培うべき資質であると考えます。

「人としてのあり方や生き方」は、
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もちろん人それぞれであります。

人は、時に喜び、時に悩み、様々

な経験を通して人としてのあり方

や生き方を、自らに問いかけなが

ら成長していきます。そういった

過程を大切にした学びが重要であ

ると考えます。また、「よりよく生

きる」とは、人が本来持っている

「人間としてよりよく生きたい」

という願いに基づき、よりよい生

き方を求め、努力することである

と考えます。 

１７ IV.教育大綱の基本方針の１-

(１)イ「国籍や民族などの違い

を～」について、多文化共生教育

とは「国籍・ジェンダー・社会階

級・人種・文化など出身の異なる

生徒が平等に学習機会を持てる

ようにするのと、全ての生徒が

民主的な価値観・信念、または文

化を超えて機能するために必要

なスキルや知識を育てられるよ

うに支援する為の教育実践」と

定義されているが、三木市内の

学校でこのようなことを実践す

ることができるのか。どのよう

な対策を考えているのか。 

本市の学校では、多文化共生教

育として、各校の教育課程におい

て、道徳の時間や総合的な学習の

時間等に、多様な立場や違いを理

解し、自他の人権を尊重し、支え

合う共生の心を育成しています。 

また、外国人児童生徒が在籍す

る学校においては、母語を話せる

サポーターの派遣や多文化共生教

育の推進により、外国人児童生徒

のアイデンティティの確立と自己

実現を支援しています。 

さらに、県の研究指定を受け、

「日本語指導支援教員」を中心に、

日本語指導の体制を充実させ、外

国人児童・生徒の日本語の習得や

基礎学力の定着に努めています。

中学校においては、来日した留学

生に、それぞれの国を紹介しても

らうなど交流の場を設け、異文化

や多様な価値観に触れる機会を確

保しています。 

今後も引き続き、これらの取組

を継続し、多文化共生社会の実現
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に向けた教育を推進していきま

す。 

１８ IV.教育大綱の基本方針の１-

(１)イ「三木の伝統や文化、自然

などに～」において、ふるさと愛

の醸成が記載されているが、体

験し知るだけではなく、希少価

値や歴史などのストーリーをし

っかり伝えることがふるさと愛

の醸成につながると思う。 

本市では、「誇りを持って暮らせ

るまち三木」の実現をめざして、

市民の皆様と共に取り組んでいま

す。その中で、ふるさと教育の重

要性をしっかりと認識し、「ふるさ

と三木の歴史学習」などを通じて、

引き続き、我が国やふるさとの人、

もの、文化を愛する心を育んでい

きます。 

１９ IV.教育大綱の基本方針の１-

(１)ウ「健やかな体の育成」とあ

るが、運動能力や体力は一朝一

夕で身につくものではない。厚

生労働省から、年々子どもの運

動能力が低下していること、ま

た、その理由についても発表が

あったが、そういった内容を考

慮しているか。子どもの体力向

上のためにするべきことを、学

校だけでなく家庭環境も巻き込

んで改善することが必要であ

る。具体的に取り組む内容を記

載し、５年間の期間の後、効果測

定を行い、次の計画のブラッシ

ュアップを図ってほしい。 

健やかな体の育成については、

確かな学力や豊かな心と同様に、

子どもたちの「生きる力」の基と

なる力として認識しており、それ

ら３つの力の調和がとれた育成を

めざしています。小学校では、県

の体力向上サポーター派遣事業を

活用して専門的な指導者を招き、

児童に運動技術の向上を体験させ

ることで、運動への興味・関心を

高めています。また、朝の駆け足

や体育の授業における体つくり運

動などを通して基礎体力の向上に

取り組んでいます。中学校では、

年２回（春、秋）の体力テストを

実施し、生徒に体力の向上を実感

させるとともに、分析した体力テ

ストの結果を、体育の授業改善や

部活動指導に活用することで、体

力・運動能力の向上につなげてい

ます。体力向上の取組の検証につ

いては、長期的な視野で三木市の

子どもたちの体力、運動能力の傾

向を分析しつつ、体つくり運動の

内容や体育の授業改善などを実施
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することにより効果検証を行って

いきます。 

２０ IV.教育大綱の基本方針の１

－（２）「子どもたちの学びを支

える環境～」とあるが、この教育

大綱（案）のような総花的な環境

づくりではなく、三木市として

１０年後、２０年後に子ども達

がどのようになって欲しいか、

明確な目標を持っての環境づく

りを行っていただきたい。しっ

かりとしたビジョンを持ち、三

木市独自の教育方針を持って環

境づくりを行わなければ、三木

市は、いずれ衰退し消滅も考え

られる。教育委員会としてでは

なく、１人の市民、１人の保護者

として、子ども達の将来をしっ

かりと考え、危機感を持って行

っていただきたいと思う。 

前述したように、予測が困難な

未来に対応するためには、社会の

変化に受け身で対処するのではな

く、主体的に向き合って関わり合

い、その過程を通して、よりよい

社会と豊かな人生を自ら創り出し

ていくことが重要です。そのため、

これからの子どもたちには、膨大

な情報から何が重要かを主体的に

判断し、自ら問いを立ててその解

決をめざし、他者と協働しながら

新たな価値を生み出していく力を

身につけさせたいと考えます。 

学校教育においては、互いの知

見や考えを伝え合ったり、議論し

たり協働したりしながら、自分の

考えを広げたり深めたりする学習

を進める必要があります。そのた

めには、一定程度の学習集団が必

要であると考えます。一方、学校

再編に伴い、校区が広がる観点か

ら、地域とともにある学校の在り

方について、研究を進めていく必

要があります。今後も、一人一人

の子どもたちにとって、より良い

本市の教育環境を市民の皆様とと

もに作っていきたいと考えていま

す。 

２１ 昨今の日本には様々な災害が

起こっており、人ごとではなく、

三木市でも多くの災害被害を受

けている。三木市には国や県の

防災施設があるので、そんな三

木市で育つ子ども達には、防災

本市においては、阪神淡路大震

災、東日本大震災などこれまで経

験した未曾有の災害を教訓とし

て、三木市総合防災訓練、地域の

自主防災訓練などの住民参加型の

訓練を通して、自主防災組織と消
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教育として、防災の基本である

「自助・共助・公助」を子どもの

頃から学ぶ必要がある。 

防本部、消防団の連携強化を図る

とともに、市民一人一人の災害へ

の備えや心構え、学びの場をつく

るなど、防災意識の高揚を図って

います。 

学校においては、教育大綱に記

載しているように、災害に備え、

自らの命を守ることや互いに助け

合うことの大切さを考える防災教

育を推進しています。具体的には、

災害発生時に児童生徒が即座に身

を守る行動や対策などがとれるよ

う、防災教育副読本「明日に生き

る」などを活用した実践的な防災

教育を実施しています。また、ボ

ランティアなどの体験的活動を通

して、助け合いの心を育成してい

ます。自然災害に対する危機管理

は、学校安全の基礎的・基本的な

ものであるという考えのもと、学

校が地域の防災拠点であるという

観点から、学校の防災体制の充実

を図るため、地域や防災部局、消

防、警察などの専門機関と連携し、

地域の災害特性などを踏まえた実

践的な防災訓練を実施していま

す。今後も引き続き、防災の基本

となる、「自助・共助・公助」を学

ぶ防災教育を進めます。 

２２ 三木市は道徳教育が特徴なの

かと思うような優先順位での記

載が見受けられるが、三木市と

しての教育の特徴をもう一度考

え直してほしい。 

現代社会においては、基盤とな

る知識や情報が常に変化してお

り、これからを生きる子どもたち

にとって、大人としてのあり方や

職業選択に手本とするものが少な

いため、目標を持ちにくいと言わ

れています。そのような中で、ま
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ずは基本となる「確かな学力、豊

かな心、健やかな体」の調和のと

れた育成をめざし、さらに、時代

の変化に主体的に対応できるよ

う、主体的に学び続けて自ら能力

を引き出し、自分なりに試行錯誤

する子どもを育みます。 

子どもたちに豊かな心を育てる

上で、人権教育や道徳教育が、重

要であるということは言うまでも

ありませんが、変化の激しいこれ

からの社会を生きるために、「知・

徳・体」をバランスよく育てるこ

とが大切だと考えています。 

２３ 第２期教育大綱（案）を評価す

るための基準が無く、評価でき

る仕組みとなっていない。評価

する仕組みになっていないの

は、第１期教育大綱の結果の分

析が行われておらず、目標設定

の根拠が分かりにくいからでは

ないか。 

回答５、９で記載したように、

市長の教育に対する方針を定めた

ものが教育大綱であることから、

具体的な施策について指標や目標

値を設定していません。 

また、回答１に記載したように、

第１期三木市教育大綱について

は、令和元年度第１回三木市総合

教育会議において検証を行い、ホ

ームページ等で閲覧可能でありま

す。 

２４ ボリュームや構成の大幅な変

更、抽象的な内容、検証・評価の

基準が無いといった状態で、第

２期教育大綱（案）が公表されこ

とに懸念を覚える。総合教育会

議の組み立て方や議論の準備・

構築の方法等に問題があったの

ではないか。 

ボリュームや構成などが大幅に

変更されたことから、総合教育会

議の組み立てや議論の準備・構築

の方法等に問題があったのではな

いかというご指摘でございます

が、令和元年度第１回三木市総合

教育会議において今年度、第２期

三木市教育大綱の策定するに当た

り、教育大綱の策定に係る根拠や

三木市教育振興基本計画、三木市

教育の基本方針の策定の流れにつ
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いて教育委員と確認し、ボリュー

ムや記載内容に対する意見交換を

行いました。令和元年度第１回三

木市総合教育会議における意見を

踏まえ、令和元年度第３回三木市

総合教育会議において素案を示

し、教育委員からの意見を反映し

た第２期三木市教育大綱（案）を

第４回三木市総合教育会議におい

て議論いただきました。ご指摘い

ただいているような問題は無いと

考えています。 

２５ 国や県でもＳＴＥＡＭ教育

（Ｓｃｉｅｎｃｅ：科学、Ｔｅｃ

ｈｎｏｌｏｇｙ：技術、Ｅｎｇｉ

ｎｅｅｒｉｎｇ：工学、Ｍａｔｈ

ｅｍａｔｉｃｓ：数学を統合的

に、Ａｒｔ：芸術を融合して学習

する教育方法）の導入が始まっ

ている。世界中でグローバル化

や第４次産業革命が進む中で、

今の子ども達は、多くの外国人

たちと出会い、競争しなくては

ならない。第２期教育大綱（案）

が、そうした想定をしていると

は感じられない。 

第２期三木市教育大綱（案）で

は、直接的にＳＴＥＡＭ教育に対

して記載はしておりませんが、教

育大綱の基本理念や基本方針にお

いて、グローバル社会において主

体的に生き抜く力を育てることに

加え、国籍や民族などの違いを認

め合い、共に生きる多文化共生に

つながる心の育成などグローバル

化に対応する内容を盛り込んでい

ます。 

２６ スポーツにおいても、少子化

等の影響により、学校の部活動

での運営が期待できなくなって

いる。中高ゴルフ選手権の誘致

が決まっているが、三木市には

ゴルフ部のある高校も中学校も

無い。ぜひ、全国でも先進的なシ

ステムや取組を行うことで、新

しい形の部活動や地域スポーツ

の仕組みを作り、中高ゴルフ選

「Ⅳ教育大綱の基本方針」の 

『２「生涯にわたる学び」を支え

ます』の中で、スポーツ環境づく

りの推進を挙げています。いただ

いた意見については、担当課に申

し伝え、今後、検討してまいりま

す。 
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手権誘致とつなげてほしい。 

２７ できれば、第２期教育大綱

（案）は、第１期教育大綱と同じ

構成で作り直すか、教育振興基

本計画を前倒しして策定し、そ

れをもって第２期教育大綱（案）

として再度パブリックコメント

を行ってほしい。 

 令和元年度三木市総合教育会議

において議論を重ねた結果、第２

期三木市教育大綱（案）を作成し

ています。ご理解いただきますよ

うお願いします。 

２８ 三木市は、今回の教育大綱に

おいて、子ども達にどのような

大人になってもらいたいと考え

ているか。 

未来を担う子どもたちには、進

行する少子高齢化やグローバル化

などにより、変化が激しく、これ

までになかったような課題に直面

することが予想されています。そ

のような時代においても、社会の

変化に主体的に向き合い、高い倫

理観を持ち、人間としての生き方

や社会での在り方について、多様

な価値観の存在を認識しつつ、自

ら考え、他者と対話し協働しなが

ら、よりよい方向を模索し続ける

人になってほしいと考えます。そ

のような考えから、基本理念を

「豊かな学びで未来を拓く」とし

ています。 
２９ （２）アの○の４つ目に、子ど

も達の教育にとって適正な児

童・生徒数の確保とあるが、かつ

て小学校教師だった私どもから

見て、子どもが減って１学年数

人の教室では、子ども達への行

き届いた指導が可能となり、子

どもどうしの学年を超えた繋が

りができる。そして、豊かで、自

由で、生き生きとした子どもが

育つ姿は驚くべきものでした。

少人数学級が増えてきた今、再

ご指摘いただきましたとおり、

教員が子どもにきめ細やかに関わ

りを持てることや、学年の枠を超

えて異学年交流を行えることは、

小規模校の大きな魅力です。 
しかしながら、子どもが１０人

を下回る学級や複式学級が増える

中で、教育活動に制限が出ている

現状があります。また、予測が困

難なこれからの社会を生きていく

子どもたちに、多様な人との対話

を通じて、生きる力を身に付けて
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編を急がず、その良さを生かす

ことが大事ではないか。今後、地

域や教師集団の中から再編の声

が出てきた時に、どのような形

の再編が良いかをじっくり話し

合い、市や教育委員会がそれを

援助し、納得のいく再編にして

ほしい。今後、市全体の再編計画

の方向を決める前に広く市民に

知らせて、納得と合意を大切に

してほしい。 

いくことが求められている中、学

校再編の必要性を検討し、取組を

進めている次第です。 
今年度行った統合の協議過程で

は、統合して多様な人のつながり

の中での教育を求める声と存続を

希望する声の両方がありました。 
説明会や意見交換会を何度も重

ねる中で、どの地域においても、

「現在の保護者、これから保護者

となる若い世代の意見を尊重した

い」という声が聞かれました。保

護者の方々もいろいろな考えがあ

る中で意見交換を行い、統合の方

向性が決定していった次第です。 
現在、統合に関係する地域で

は、統合準備委員会を立ち上げ、

子どもが新たな学校生活を円滑に

始められるよう、保護者、地域の

方々と協議を続けています。 
今後も、学校再編の取組は継続

していきますが、様々なご意見に

耳を傾け、しっかりと協議しなが

ら進めてまいります。また、広報

誌、ホームページなど様々な機会

を通じて取組の進捗状況などをお

知らせしてまいります。 

学校再編を進めることに反対

である。少人数学級が教育的に

よくないと断定されているよう

であるが、小さくても地域の中

で見守られて育つのが本来の学

校ではないかと思う。規模では

なく、教育の中身が重要である

と思う。これまで、小規模校での

教育実践を教育委員会も評価し

てきたのではないか。 

３０ それぞれの地区に、それぞれ

の文化を持った学校があり、子

どもたちが安全に通学、通園で

き快適な学校・園での生活を送

れるようにしてほしい。 

 学校は地域に支えられ、それに

より子どもたちの教育が成り立っ

ていると考えます。このたびの統

合により複数の地域を校区とする

学校となりますが、それぞれの地

域の良さを生かしつつ、地域に愛

される学校づくりを進めます。合

わせて、安全に子どもたちが通学

できるよう、統合準備委員会を通
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じて保護者、地域の方と協議を進

めてまいります。 
３１ 第１期教育大綱に記載されて

いるとおり、児童・生徒の一人一

人に目が届きやすく、きめ細や

かな指導を行いやすい、小規模

校のメリットを生かしてほし

い。 

 きめ細やかな指導は、小規模校

のメリットであります。その指導

のノウハウをしっかりと継承し、

きめ細やかさと複数の目による組

織的な指導の良い点を十分に生か

した指導を行ってまいります。 
３２ 安易に、教育効果の結果が検

証されていない小中一貫カリキ

ュラムの学校園をめざしてほし

くない。 

 義務教育の９年間を小学校と中

学校が密接に協力して進める小中

一貫教育の考え方は、どの学校、

どの地域においても求められるこ

とであると考えます。 
 今後、施設一体型の小中一貫教

育を行う学校への再編に当たって

は、先進地域の教育の成果を十分

に生かしながら、三木市に応じた

小中一貫教育を行う学校への再編

に向けた研究を進めてまいりま

す。 
３３ 青少年の成長支援のために三

木市スポーツ・文化施設の利用

減免制度のさらなる充実を図っ

てほしい。 

スポーツ施設は、小学生、中学

生が利用する場合は、大人の半額

で利用できるようになっておりま

す。美術館や歴史資料館について

は、小学生、中学生は、入館料を

設けておりません。 
第２期教育大綱（案）のパブリックコメントの実施について 

３４ 第２期教育大綱（案）は、第１

期から大きな変更が行われてい

る。そのため、こうした変更の理

由や背景を理解するために必要

な資料があればよかった。 

 今後、パブリックコメントに必

要と考えられる資料があれば、Ｈ

Ｐに掲載したり、公民館等に設置

する資料に加えたりするなど検討

します。 

３５ パブリックコメントの募集が

始まった令和２年２月１４日か

ら１７日の午前中まで、パブリ

ックコメントのページにおいて

 ご指摘いただいた内容について

は、確認を怠っていたことが原因

です。 

誠に申し訳ありませんでした。今
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は、「意見を募集中の案件」の欄

に「現在募集中の案件はありま

せん」と表示されていた。この不

備に対し、原因究明・検証などは

行われたのか。また、担当課同士

でどういう連携を取り、チェッ

ク体制になっているのか。この

事案に対しどのような認識を持

って、対応したのか。 

後このようなことが無いよう、結

果を真摯に受け止め、ＨＰ公開時

の確認及び担当者とのやり取りを

密にしてまいります。 

 


